
03 金融庁（地域再生非予算）

管理コー
ド 支援措置に係る提案事項名 該当法令等 制度の現状

措置の分
類

措置の内
容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他

「措置の分
類」の見直

し

「措置の内
容」の見直

し

各府省庁からの再検討要請に
対する回答

構想(プ
ロジェク
ト)管理
番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェクト)
の名称 支援措置に係る提案事項の内容 具体的事業の実施内容

0320010
地域通貨に関するガイドライ
ンの策定

金融庁事務ガイドライン（金
融会社関係、預金取扱い金融
機関関係）

「前払式証票の規制に関する法
律」等、金融庁所管の法律に関す
る事務ガイドラインが定められて
いる

c －

　金融庁では、「前払式証票の
規制等に関する法律」等、所管
する個別の法律の規制に該当す
るかどうか等の判断の指針とし
て、事務ガイドラインを定めて
HP等で公表しているところであ
る。
　なお、地域通貨の定義は必ず
しも明確ではなく、その発行ス
キームは、発行主体によって多
岐に及び、個別スキーム毎に問
題点も様々であることから、具
体的事例に則して検討する必要
があり、統一的な基準をガイド
ラインとして一律に定めること
は困難である。

提案者の要望は、地域通貨に
ついてのガイドライン策定を
望むものであり、各省が連携
して対応できないか、再度検
討し回答されたい。

c －

　地域通貨の定義は必ず
しも明確ではなく、その
発行スキームは、発行主
体によって多岐に及び、
個別スキーム毎に問題点
も様々であることから、
具体的事例に則して検討
する必要があり、統一的
な基準をガイドラインと
して一律に定めることは
困難である。

1127 11272010

特定非営
利活動法
人 青少年
地域ﾈｯﾄ21

商店街の賑わいを創
出する放置自転車対
策構想

地域通貨は、地域経済の活性化等の面からも今後様々
な形での発行が予想されるところであるが、現行法上
の問題点に対する具体的な基準が示されていないため
に、個々の発行主体において「前払式証票の規制に関
する法律」、「出資法」、「銀行法」、「紙幣類似証
券取締法」等関連法規に抵触しないように工夫を凝ら
しているところである。しかし、法的な規制がゆるい
ことが、逆に、地域通貨への一般の信頼性を低くし、
ひいては普及の妨げになっている。したがって、国に
おいて早急に地域通貨に関するガイドラインを策定す
るとともに、地方自治体による許可制度等をとり入れ
るなど地域通貨の信頼性を高め、かつ、その導入の支
援を希望するものである。

NPO法人が歩道（公道）上に有料駐輪場を設置、経
営し、その利用時間が一定時間に満たない利用者
に、返金の代わりとして地域通貨を発行し、地元
商店街において使用できるようにすることで、違
法駐輪の削減と商店街の活性化を図るもの。

0320020 家賃保険の認可期間の短縮
保険業法第4条・保険業法第
123条・保険業法施行規則第
83条第3号テ

賃貸住宅の持主に対し、賃料収入
等を保障する保険、いわゆる家賃
信用保険については、事業活動損
害保険の一種として既に届出制に
移行されている

E ー

いわゆる家賃信用保険について
は、事業活動損害保険の一種と
して既に届出制に移行されてい
る。

右の提案主体からの意見につ
いて、検討し回答されたい。

提案事項は、借家人が保険料
を支払い、家主である高齢者
が保険金を受領する第３者受
取の保険商品を想定してる
が、この場合も届出制に移行
されているのか。
また、第３者受取の保険商品
についても、届出制に移行さ
れているのであれば、当該保
険商品の開発が促進されるよ
う、その旨の周知に努めてい
ただきたい。

E ー

そもそも家賃信用保険は
賃貸人の賃料収入リスク
をカバーするものである
ので、ご検討のスキーム
はこれに該当しない。ご
検討のスキームは、金融
機関が行っている一般的
な債務の保証と考えられ
るが、仮にこのような債
務の保証であれば、特別
の届出なく、現在も保険
会社を含む金融機関が
行っているところであ
る。

1601 16012030 福岡県
高齢者安心住み替え
支援構想

高齢者が、持家を定期借家制度を活用して賃貸化する
際に、借り主の都合で賃貸料収入が得られなくなった
場合を想定した保険を民間事業者が商品化する場合、
金融庁の認可期間を短縮していただきたい。

「福岡県あんしん住み替えバンク（仮称）」を設
置

「福岡県あんしん住み替えバンク（仮称）」と
は、高齢者等が安心して住み替えることができる
よう情報提供・相談業務等を行い、また、住み替
え希望を持つ者又はその物件を登録し、その意向
をマッティングすることにより住み替えの円滑化
を図り、もって人生のそれぞれの段階に応じた適
切な居住環境の確保と地域の活性化に寄与するこ
とを目的としたものです。

0320030
「ベンチャー振興投票券発売
所（仮称）」開設のための法
的措置

出資法１条、２条

出資法は、「何人も、不特定且つ
多数の者に対し、後日出資の払い
もどしとして出資金の全額若しく
はこれをこえる金額に相当する金
銭を支払うべき旨を明示し、又は
暗黙のうちに示して、出資金の受
入をしてはならない。」と定める
とともに（同法１条）、「業とし
て預り金をするにつき他の法律に
特別の規定ある者を除く外、何人
も業として預り金をしてはならな
い。」と定め（同法２条１項）、
これらに違反した者には、３年以
下の懲役若しくは３００万円以下
の罰金、又はその併科の罰則があ
る（同法８条２項１号）ほか、両
罰規定が設けられている（同法９
条１項２号）。なお、同法２条１
項にいう「他の法律」には、銀行
法、長期信用銀行法等がある。

E －

不特定かつ多数の者から元本の
返還を約し、金銭の価額を保管
することを目的とした金銭の受
入れではない場合には、出資法
２条で禁止された預り金には該
当せず、出資法２条とは無関係
であるが、要望内容の詳細が不
明である。

1471 14712010

(社)関西
経済連合
会､(社)関
西経済同
友会､関西
経営者協
会､
大阪商工
会議所､京
都商工会
議所､神戸
商工会議
所

ベンチャー振興のた
めの個人小口投機資
金の活用

○広く個人投資家の投資を仲介する「ベンチャー振興
投票券発売所(仮称）」の開設が可能となるよう法令
的に措置すること(たとえば、出資法等の制限の適用
除外)

○「関西州(産業再生)特区」において、「ベン
チャー振興投票券発売所(仮称）」を開設し、資金
調達を必要とする全国のベンチャー企業が参加を
登録する。

○参加企業は会計士と連帯で経営内容を報告し、
発売所がその報告をもとに当該企業の成功確率・
投資リスク（競馬のオッズに相当）を判定公表す
る。

○ベンチャービジネスの目利き家(競馬の予想屋に
相当)を養成し、広く情報提供を行い(競馬新聞に
相当)、ベンチャー経営に専門知識がない人でも自
己責任で投資できるようにする。
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